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会社のwebサイトに掲載して
いた、商品画像や会社情報が
勝⼿に使われています︕

ホームぺージの無断転用
を防ぐために

ニャんだと︕︕
どう対策すれば
いいのか…。

□セーファーインターネット協会(https://www.saferinternet.or.jp)

に通報、警察にも相談してください。

例１：商品画像に会社名等をいれる

例２：会社概要はテキスト形式でなく

画像掲載する

例３：ホームぺージのソースコードに

コピー禁止の文字列等を加える

使われているのを⾒つけた場合は、

※インターネット上にホームページを公開している以上、完全に防ぐのは
難しいですが、上記対策でコピーされにくくなります。

□自社のホームぺージ上で注意喚起してください。


